
 

 

 

 

 

 

県では、食産業の振興を図るため、県内の食料品製造業者等が行う、地域の食材等を活用した商

品開発や産業廃棄物等の削減に資する商品開発、近年の気候変動への対応により県内で生産が拡大

している農産物及び気候変動による環境の変化に対応するために県の試験研究機関で試験に供さ

れている農産物及び水産物を活用した商品開発に要する経費について、その一部を補助します。 

１  対象となる事業者  

県内に事業所を有する食料品製造業者等 

（参入を予定している者や食料品製造業者に製造を委託する者を含む） 

２ 対象事業の要件 

次の（１）から（３）全てを満たす商品開発事業であること 

（１）「選ばれる商品づくり事業」の場合は①、「持続可能社会に向けた商品づくり事業」の場合

は②、「気候変動に対応した商品づくり事業」の場合は③に該当すること 

①選ばれる商品づくり事業 地域の食材等（注１）を活用した開発（注２）とすること 

②持続可能社会に向けた 

商品づくり事業 

地域の食材等を活用した、産業廃棄物等の削減に資する（注３）

開発とすること 

③気候変動に対応した 

商品づくり事業 

地域の食材等で、近年の気候変動への対応により県内で生産が

拡大している農産物又は気候変動による環境の変化に対応す

るため県の試験研究機関で試験に供されている農産物及び水

産物（注４）を活用した開発とすること 

※注１：「地域の食材等」とは、「県内で産出された農林水産物」や「県内で産出された農林水産物   

を原料とした加工品」、そのほか県の食産業の振興を図るものとして知事が適当と認めた

もの 

※注２：「開発」とは、パッケージや包装資材のみの変更、既存商品の冷凍化のみ等といった簡易な

改良ではなく、商品の中身に係る新規開発、改良を伴う取組 

※注３：【産業廃棄物等の削減に資する商品開発の例】 

商品の中身に係る新規開発、改良に伴う取組に併せて行う、以下の取組を指す 

包装資材の改良や冷凍商品化等を行い、消費期限を延ばし販売期間を延長させること 

で、在庫廃棄に伴う廃プラスチック類等の産業廃棄物の削減につながる商品開発 など 

既存商品の包装資材等を改良（資材の種類・使用量の変更等）することにより、廃プラ

スチック類等の産業廃棄物の削減につながる商品開発 など 

食品製造の過程で発生し廃棄される端材、規格外や傷み等により出荷できず廃棄され

る農林水産物、生産過程の間引き作業や出荷調製作業で取り除かれ廃棄される農林水産

物等を活用し、農林水産物の食品ロスの削減につながる商品開発 など 

令和８年度 
食材王国みやぎ喜ばれる商品づくり事業費補助金の募集 
（選ばれる商品づくり事業・持続可能社会に向けた商品づくり事業・ 

気候変動に対応した商品づくり事業） 

 

 



 ※注４：気候変動に対応した商品づくり事業の対象品目等 

 区 分 品 目 等 

野菜類 
さつまいも、たまねぎ、ブロッコリー、せり、ほうれんそう、レタス、キャベツ、 

えだまめ、ゆきな 

魚種 
アカムツ、シイラ、エイ類、ギンザケ稚魚、サワラ、規格外カキ、ノリ端材、 

産卵後のギンザケ親魚、タチウオ、チダイ、カマス 

（２）事業実施期間内に一定の事業成果が見込まれること。 

   ※事業実施期間内に一定の成果（商品完成の目途等）が見込まれない場合は対象外です。 

（３）当事業で開発・改良される商品は、原則として県内で製造されること。 

※一般消費者に直接提供販売するような飲食店メニューや弁当、総菜等は本事業の対象外です。 

 

３ 事業実施期間 

補助金交付決定日から令和９年２月２５日（木）まで 

 

４ 補助対象経費の内容 （詳細は要綱及びホームページを御確認願います。）  

マーケティング調査をしながら商品開発を行うために必要な経費が対象となります。  

※商品が完成し、一般販売後に係る経費は補助対象外です。  

（補助対象経費）  

経費項目  具体的な内容  

謝金  外部専門家への謝金  等  

旅費  

マーケティング活動及び商品づくりに要する交通費  等  

※上限は、補助対象経費総額の４分の１まで  

 また、飛行機利用時は、運賃、旅客施設使用料、燃料サーチャー

ジ、航空保険特別料金に該当する費用のみを補助対象とし、海外

での移動費は補助対象外  

研究開発費  原材料費、分析費、機械リース料  等  

調査研究費  サンプル作成費、マーケティング委託費  等  

庁費  事業実施に直接必要な会場費、商談会参加費  等  

 

５ 募集期間 

令和８年４月１７日（金）～令和８年５月１５日（金）１７時  必着  

※令和８年５月２０日（水）までに受付完了の連絡がない場合は、  

「１０  提出・問合せ先」までご連絡下さい。  

 

６ 補助率及び補助限度額 

（１）補助率   補助対象経費の２分の１以内 

（２）補助限度額 選ばれる商品づくり事業：1,500千円 

持続可能社会に向けた商品づくり事業：3,000千円 

気候変動に対応した商品づくり事業：3,000千円 



 

７ 応募に必要な書類 

県ホームページに掲載の下記様式に必要事項を記入のうえ、5/15（金）17時までに当課へ提出 

補助事業計画書  別記様式第１号－別紙１  

事業費積算明細書  別記様式第１号－別紙２  

事業スケジュール  別記様式第１号－別紙３  

商品販売計画  別記様式第１号－別紙４  

産業廃棄物等の削減計画  
別記様式第１号－別紙５  

※持続可能社会に向けた商品づくり事業のみ  

食材王国みやぎ県内食品

製造業等自己診断カルテ  
別記－【社名●●●●●】自己診断カルテ  

県HP：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/yorokobareru.html 

※提出された書類は返却しませんので、必ず控え（写し）をお取りください。 

 

８ 審査会について 

令和８年５月２７日（水）、６月３日（水）、６月１０日（水）のいずれかに県庁で

開催予定の審査会にて、提出いただいた事業内容等を審査員に説明頂きます。審査会

日時は県から指定しますので、日程の確保をお願いします。採択結果は、県から書面に

て通知します。  

 

９ 補助金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

10 提出・お問合せ先  

宮城県 農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班 

   電 話：022-211-2812  

メール：s-business@pref.miyagi.lg.jp 
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